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平成22年１月15日（金）

第2109号

虚虚虚虚虚虚虚虚虚虚

毎週火・金曜日 発行

告 示

○肥料の登録の失効……………………………………………………………………………（エコ農業推進課）…25

○地域森林計画の公表………………………………………………………………………………（森 林 課）…26

○地域森林計画の変更の公表………………………………………………………………………（ 同 ）…同

○公共測量の実施の通知……………………………………………………………………………（管 理 課）…同

○同 ……………………………………………………………………………（ 同 ）…同

○道路の区域の変更…………………………………………………………………（村山総合支庁建設総務課）…同

○同 …………………………………………………………………（ 同 ）…27

○同 …………………………………………………………………（ 同 ）…同

○県道の供用の開始…………………………………………………………………（ 同 ）…同

○同 …………………………………………………………………（ 同 ）…28

○同 …………………………………………………………………（ 同 ）…同

○同 …………………………………………………………………（置賜総合支庁建設総務課）…同

○県営住宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の家賃……………………………………………（建築住宅課）…同

○県営住宅の駐車場の使用料の額…………………………………………………………………（ 同 ）…35

○開発行為に関する工事の完了…………………………………………………………（置賜総合支庁建築課）…39

病院事業局関係

規 程

○山形県立病院料金規程の一部を改正する規程………………………………………………………………………同

公 告

○大規模小売店舗の変更の届出………………………………………………………………（商業経済交流課）…同

○同 ………………………………………………………………（ 同 ）…40

告 示

山形県告示第33号

肥料取締法（昭和25年法律第127号）第14条の規定により、次の肥料の登録は失効した。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

目 次

失 効

年 月 日

生 産 業 者その他の

規 格
保証成分量(％)肥料の名称

肥 料 の

種 類
登録番号

住 所名 称

平成

21.12.12

酒田市松美町13

番地212

コーユ株式会

社

含有を許
される有
害成分の
最大量(%)
は公定規
格のとお
り

窒素全量 4.0

りん酸全量 5.0

加里全量 2.0

有機４－５

－２

混合有機

質肥料

山 形 県

第454号
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山形県告示第34号

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第１項の規定により最上村山森林計画区の地域森林計画をたてたので、

当該地域森林計画書の写しを農林水産部森林課及び当該森林計画区を所管する総合支庁産業経済部森林整備課にお

いて縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県告示第35号

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第４項の規定により置賜森林計画区及び庄内森林計画区の地域森林計画

を変更したので、当該変更に係る計画書の写しを農林水産部森林課及び当該森林計画区を所管する総合支庁産業経

済部森林整備課において縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

山形県告示第36号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、河川管理者山形県知

事から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 公共測量を実施する地域

山形市大字沼木外地内

２ 公共測量を実施する期間

平成21年９月４日から平成22年２月26日まで

３ 作業の種類

公共測量（２級基準点測量、３級基準点測量、水準測量）

山形県告示第37号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、河川管理者山形県知

事から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった｡

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 公共測量を実施する地域

山形市大字沼木外地内

２ 公共測量を実施する期間

平成21年９月14日から平成22年２月26日まで

３ 作業の種類

公共測量（デジタルマッピング）

山形県告示第38号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 山形天童線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長
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山形県告示第39号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 天童大江線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

山形県告示第40号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 道路の種類 県 道

２ 路 線 名 十日町山形線

３ 変更の区間並びに当該区間に係る敷地の幅員及びその延長

山形県告示第41号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 山形天童線

２ 供用開始の区間 山形市大字漆山字道東2555番１から

同 2564番まで

３ 供用開始の期日 平成22年１月15日

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

79
メートル8.0～

7.5
旧

山形市大字漆山字道東2555番１から

同 2564番まで

同 上
メートル9.4～

8.7
新同 上

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

53
メートル15.8～

15.8
旧

天童市老野森三丁目170番から

同 152番８まで

同 上
メートル23.0～

15.8
新同 上

延 長敷地の幅員旧新の別区 間

メートル

210
メートル11.8～

9.5
旧

上山市金瓶字原71番３から

同 字冨沢６番７まで

同 上
メートル14.4～

9.5
新同 上
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山形県告示第42号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 天童大江線

２ 供用開始の区間 天童市老野森三丁目170番から

同 152番８まで

３ 供用開始の期日 平成22年１月15日

山形県告示第43号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、村山総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 十日町山形線

２ 供用開始の区間 上山市金瓶字原71番３から

同 字冨沢６番７まで

３ 供用開始の期日 平成22年１月15日

山形県告示第44号

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道の供用を次のとおり開始する。

なお、関係図面は、置賜総合支庁建設部建設総務課において平成22年１月15日から同月28日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 路 線 名 原・中川停車場線

２ 供用開始の区間 南陽市元中山字諏訪原2246番１から

同 字代177番５まで

南陽市元中山字諏訪原2246番１から

同 字代194番12まで

３ 供用開始の期日 平成22年１月15日

山形県告示第45号

山形県県営住宅条例（昭和37年３月県条例第23号）第11条第２項及び第３項の規定により、公営住宅法施行令

（昭和26年政令第240号）第２条第１項第４号に規定する数値（以下「利便性係数」という｡）及び同条例第11条第

１項ただし書に規定する近傍同種の住宅の家賃を次のように定め､平成22年４月１日から施行し､平成20年11月県告

示第1026号（県営住宅の利便性係数及び近傍同種の住宅の家賃）は､平成22年３月31日限り廃止する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

摘 要
近傍同種の

住宅の家賃
利便性係数

１戸当たり

住戸専用面積
住 宅 名

円平方メートル

19,0000.9544.4県営鈴川第２アパート１号

風呂無し19,0000.90

18,4000.9544.4県営鈴川第２アパート２号

風呂無し18,4000.90

19,0000.9544.4県営鈴川第２アパート３号

風呂無し19,0000.90

19,0000.9544.4県営鈴川第２アパート４号
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風呂無し19,0000.90

18,4000.9544.4県営鈴川第２アパート５号

風呂無し18,4000.90

25,3000.9651.2県営五十鈴アパート１号

風呂無し25,3000.91

25,3000.9651.2県営五十鈴アパート２号

風呂無し25,3000.91

25,3000.9651.2県営五十鈴アパート３号

風呂無し25,3000.91

31,6000.9053.5県営飯塚アパート１号

31,6000.9053.5県営飯塚アパート２号

50,2000.9549.6県営南山形アパート１号

60,1000.9563.1

50,0000.9549.6県営南山形アパート２号

59,6000.9563.1

64,8000.9551.3県営南山形アパート３号

76,9000.9564.8

15,2000.9239.9県営南山形アパート４号

64,8000.9551.3県営南山形アパート５号

76,9000.9564.8

34,5000.9559.3県営馬見ケ崎アパート１号

34,5000.9559.3県営馬見ケ崎アパート２号

41,0000.9657.1県営桧町アパート１号

42,0000.9658.4

45,4000.9663.9

50,1000.9671.5

41,5000.9661.0県営桧町アパート２号

43,4000.9664.2

41,9000.9666.5県営宮町アパート１号

44,4000.9666.5県営宮町アパート２号

44,1000.9662.6県営宮町アパート３号

44,5000.9664.2

44,6000.9662.6県営宮町アパート４号

45,0000.9664.2

43,9000.9762.6県営深町アパート１号

44,5000.9764.2

43,6000.9762.6県営深町アパート２号

44,2000.9764.2

43,6000.9762.6県営深町アパート３号

44,2000.9764.2

41,6000.9762.6県営深町アパート４号

42,2000.9764.2

69,1000.9866.5県営きたまちアパート１号

76,3000.9869.9

79,3000.9873.1

69,1000.9866.5県営きたまちアパート２号

76,3000.9869.9

79,3000.9873.1

69,1000.9866.5県営きたまちアパート３号
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100,8001.0071.9県営あたごアパート

94,7000.9258.6県営東山住宅

97,4000.9261.5

106,5000.9270.9

83,5001.0453.9県営十日町アパート

83,6001.0454.0

84,5001.0455.1

92,6001.0465.6

92,8001.0465.7

91,6000.9560.3県営太田町アパート１号

108,2000.9574.0

91,6000.9560.3県営太田町アパート２号

108,2000.9574.0

91,0000.9560.3県営太田町アパート３号

107,5000.9574.0

91,0000.9560.3県営太田町アパート４号

107,5000.9574.0

42,3000.9757.1県営春日アパート１号

43,3000.9758.4

46,8000.9763.9

43,2000.9761.0県営春日アパート２号

45,1000.9764.2

90,1001.0061.5県営春日アパート３号

103,9001.0075.6

74,6000.9854.7県営中田第１アパート１号

88,0000.9868.2

75,5000.9855.4県営中田第１アパート２号

88,9000.9868.8

76,0000.9856.4県営中田第１アパート３号

89,6000.9869.9

88,4000.9862.1県営中田第１アパート４号

102,1000.9875.4

89,3000.9862.1県営中田第１アパート５号

103,3000.9875.4

89,3000.9862.1県営中田第１アパート６号

103,3000.9875.4

30,6000.9554.6県営中田第２アパート１号

風呂無し30,6000.90

30,7000.9555.7県営中田第２アパート２号

風呂無し30,7000.90

37,4000.9655.7県営玉の木アパート

42,1000.9758.0県営成島アパート１号

47,3000.9761.0県営成島アパート２号

49,5000.9764.2

50,9001.0568.7県営米沢中央アパート１号

50,9001.0568.7県営米沢中央アパート２号

81,7000.9969.2県営相生アパート１号

86,4000.9972.9県営相生アパート２号

92,4000.9972.9県営相生アパート３号
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58,2000.9950.1県営城北アパート１号

59,1000.9951.1

69,7000.9963.1

58,2000.9950.1県営城北アパート２号

59,1000.9951.1

69,7000.9963.1

40,6000.9758.1県営大西町アパート１号

40,7000.9758.1県営大西町アパート２号

58,1001.0174.2県営美原アパート１号

43,2001.0140.5県営美原アパート２号

59,2001.0177.0

45,2001.0140.5県営美原アパート３号

62,1001.0177.0

44,2001.0144.4県営美原アパート４号

61,5001.0179.4

34,5000.9855.7県営東部アパート１号

34,5000.9855.7県営東部アパート２号

風呂無し34,5000.93

36,0000.9858.0県営東部アパート３号

14,9000.8543.5県営稲生住宅

43,8000.9663.5県営茅原アパート１号

43,8000.9663.5県営茅原住宅

44,4000.9658.4県営茅原アパート２号

48,0000.9663.9

53,0000.9671.5

49,8000.9661.0県営茅原アパート３号

52,0000.9664.2

48,9000.9662.6県営城南アパート１号

49,5000.9664.2

48,9000.9662.6県営城南アパート２号

49,5000.9664.2

93,2000.9869.3県営末広アパート１号

93,2000.9869.3県営末広アパート２号

93,2000.9869.3県営末広アパート３号

67,4000.9851.2県営川南アパート１号

68,6000.9851.2県営川南アパート２号

77,7000.9854.6県営川南住宅３号

31,6000.9554.6県営川南住宅４号

風呂無し31,6000.90

32,0000.9555.7県営川南アパート５号

42,6001.0063.5県営こがねアパート１号

42,6001.0063.5県営こがね住宅

41,2001.0058.4県営こがねアパート２号

44,5001.0063.9

49,1001.0071.5

45,3001.0061.0県営こがねアパート３号

47,3001.0069.5

46,3000.9961.0県営東泉アパート１号

48,3000.9964.2
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50,6000.9962.6県営東泉アパート２号

51,1000.9964.2

50,9000.9962.6県営東泉アパート３号

51,4000.9964.2

79,3000.9953.5県営鳥海アパート１号

95,9000.9969.2

79,3000.9953.5県営鳥海アパート２号

95,9000.9969.2

101,7000.9954.5県営鳥海アパート３号

103,0000.9956.1

114,7000.9965.4

116,1000.9967.0

119,9000.9970.2

86,7001.0153.9県営新橋アパート

103,7001.0168.2

65,3001.0055.0県営北新町アパート

72,0001.0064.3

28,0000.9351.2県営三吉町アパート１号

31,8000.9354.6県営三吉町アパート２号

33,7000.9355.7県営三吉町アパート３号

14,4000.9043.5県営金沢住宅

39,9000.9362.8県営若葉東アパート１号

40,3000.9363.5県営若葉東アパート２号

41,7000.9357.1県営若葉東アパート３号

42,7000.9358.4

46,2000.9363.9

48,6000.9662.6県営南寒河江アパート１号

49,1000.9664.2

49,7000.9662.6県営南寒河江アパート２号

50,2000.9664.2

79,0000.9857.0県営塩水アパート１号

94,2000.9870.7

79,0000.9857.0県営塩水アパート２号

94,2000.9870.7

79,0000.9857.0県営塩水アパート３号

94,2000.9870.7

77,9000.9857.0県営塩水アパート４号

92,9000.9870.7

77,9000.9857.0県営塩水アパート５号

92,9000.9870.7

77,9000.9857.0県営塩水アパート６号

92,9000.9870.7

33,4000.9751.8県営土屋倉アパート１号

風呂無し33,4000.92

33,3000.9751.8県営土屋倉アパート２号

風呂無し33,3000.92

34,1000.9753.7県営土屋倉アパート３号

風呂無し34,1000.92

14,3000.9744.4県営金生アパート
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31,0000.9754.6県営鷺ケ袋アパート１号

風呂無し31,0000.92

34,4000.9755.7県営鷺ケ袋アパート２号

風呂無し34,4000.92

98,9000.9869.4県営長清水アパート１号

98,9000.9869.4県営長清水アパート２号

98,1000.9867.7県営長清水アパート３号

98,1000.9867.7県営長清水アパート４号

98,1000.9867.7県営長清水アパート５号

101,2000.9870.1県営長清水アパート６号

101,2000.9870.1県営長清水アパート７号

103,9000.9870.1県営長清水アパート８号

103,9000.9870.1県営長清水アパート９号

32,0000.9454.6県営楯岡アパート

風呂無し32,0000.89

85,8000.9563.7県営楯岡中町アパート

34,2000.9455.7県営小出アパート１号

36,2000.9458.0県営小出アパート２号

40,5000.9058.4県営成田アパート

43,8000.9063.9

48,3000.9071.5

81,5000.9761.4県営屋城町アパート

81,8000.9761.8

95,9000.9772.2

72,0000.9855.5県営日光アパート１号

81,3000.9862.9

73,8000.9855.5県営日光アパート２号

83,1000.9862.9

76,6000.9855.5県営日光アパート３号

85,3000.9862.9

78,9000.9855.5県営日光アパート４号

88,8000.9862.9

81,0000.9855.5県営日光アパート５号

91,2000.9862.9

90,6000.9963.4県営長岡アパート１号

104,8000.9975.9

90,6000.9963.4県営長岡アパート２号

104,8000.9975.9

80,8000.9958.3県営長岡アパート３号

94,3000.9970.6

80,8000.9958.3県営長岡アパート４号

94,3000.9970.6

43,6000.9762.8県営交り江アパート１号

43,6000.9762.8県営交り江アパート２号

46,1000.9861.0県営天童駅西アパート１号

48,2000.9864.2

46,1000.9861.0県営天童駅西アパート２号

48,2000.9864.2

46,3000.9861.0県営天童駅西アパート３号
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48,3000.9864.2

55,1001.0166.5県営天童駅南アパート１号

55,1001.0166.5県営天童駅南アパート２号

60,3001.0169.9

62,7001.0173.1

95,0001.0066.3県営天童南部アパート１号

98,1001.0070.1

109,2001.0077.6

109,4001.0079.9

98,1001.0070.1県営天童南部アパート２号

109,4001.0079.9

95,0001.0066.3県営天童南部アパート３号

109,2001.0077.6

109,4001.0079.9

95,2001.0070.1県営天童南部アパート４号

106,3001.0079.9

95,2001.0070.1県営天童南部アパート５号

106,3001.0079.9

48,9001.0262.6県営東根中央アパート１号

49,4001.0264.2

49,0001.0262.6県営東根中央アパート２号

49,7001.0264.2

50,2001.0262.6県営東根中央アパート３号

50,8001.0264.2

52,6000.9962.6県営尾花沢アパート

53,3000.9964.2

74,0000.9657.2県営関口アパート１号

83,1000.9668.0

89,1000.9657.3県営関口アパート２号

100,2000.9668.3

102,4000.9668.6

85,6000.9657.3県営関口アパート３号

86,7000.9657.7

35,1000.9859.3県営桜木アパート１号

35,1000.9859.3県営桜木アパート２号

22,2000.8652.8県営芦沢アパート

51,7000.9762.6県営近江アパート１号

52,2000.9764.2

63,0000.9764.6県営近江アパート２号

63,0000.9764.6県営近江アパート３号

83,6000.9753.4県営中原アパート１号

102,9000.9769.4

84,1000.9753.4県営中原アパート２号

103,5000.9769.4

39,0000.9662.8県営長崎アパート

35,7000.9059.3県営谷地アパート１号

97,7000.9371.1県営谷地アパート２号

39,5000.8559.3県営左沢アパート

41,5000.8959.4県営大石田アパート
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山形県告示第46号

山形県県営住宅条例（昭和37年３月県条例第23号）第25条の３第１項に規定する使用料を次のように定め、平成

22年４月１日から施行し、平成19年６月県告示第658号（県営住宅の駐車場の使用料の額）は､平成22年３月31日限

り廃止する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

62,3000.8950.3県営あけぼのアパート

66,4000.8956.8

73,5000.8963.7

79,0000.8970.3

31,5000.9351.2県営糠野目アパート

風呂無し31,5000.88

48,5000.9262.6県営糠野目第２アパート

49,0000.9264.2

40,7000.9158.0県営大町アパート

55,2000.8953.3県営舘之北アパート

66,9000.8967.4

69,7000.8970.7

36,5000.8558.0県営小国アパート１号

38,9000.8559.4県営小国アパート２号

40,4000.8655.7県営白鷹アパート

平成元年度竣工
しゅん

59,9000.8674.1県営宝前町住宅

同62,2000.8677.0

同62,9000.8677.8

平成２年度竣工
しゅん

59,2000.8674.1

同61,5000.8677.0

同62,2000.8677.8

102,2000.9474.4県営あらとアパート１号

106,9000.9477.9県営あらとアパート２号

43,9000.9259.4県営飯豊アパート

36,5000.8058.0県営狩川アパート

49,9000.8462.6県営余目アパート

50,6000.8464.2

39,8000.8859.3県営遊佐アパート

使用料の額（円）住 宅 名

1,800県営鈴川第２アパート１号、２号、３号、４号及び５号

1,800県営五十鈴アパート１号、２号及び３号

1,400県営飯塚アパート１号及び２号

1,500県営南山形アパート１号、２号、３号、４号及び５号

1,800県営馬見ヶ崎アパート１号及び２号
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1,800県営桧町アパート１号及び２号

1,900県営宮町アパート１号、２号、３号及び４号

1,900県営深町アパート１号、２号、３号及び４号

1,800県営きたまちアパート１号、２号及び３号

2,000県営あたごアパート

1,300県営東山住宅

2,500県営十日町アパート

1,200県営太田町アパート１号、２号、３号及び４号

1,400県営春日アパート１号、２号及び３号

1,300県営中田第１アパート１号、２号、３号、４号、５号及び６号

1,300県営中田第２アパート１号及び２号

1,300県営玉の木アパート

1,400県営成島アパート１号及び２号

1,900県営米沢中央アパート１号及び２号

1,300県営相生アパート１号、２号及び３号

1,300県営城北アパート１号及び２号

1,500県営大西町アパート１号及び２号

1,500県営美原アパート１号、２号、３号及び４号

1,500県営東部アパート１号、２号及び３号

1,300県営稲生住宅

1,400県営茅原アパート１号、２号及び３号並びに県営茅原住宅

1,400県営城南アパート１号及び２号

1,400県営末広アパート１号、２号及び３号

1,400県営川南アパート１号、２号及び５号並びに県営川南住宅３号及び４号
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1,600県営こがねアパート１号、２号及び３号並びに県営こがね住宅

1,600県営東泉アパート１号、２号及び３号

1,400県営鳥海アパート１号、２号及び３号

1,500県営新橋アパート

1,400県営北新町アパート

1,300県営三吉町アパート１号、２号及び３号

1,300県営若葉東アパート１号、２号及び３号

1,400県営南寒河江アパート１号及び２号

1,400県営塩水アパート１号、２号、３号、４号、５号及び６号

1,500県営土屋倉アパート１号、２号及び３号

1,500県営金生アパート

1,500県営鷺ヶ袋アパート１号及び２号

1,400県営長清水アパート１号、２号、３号、４号、５号、６号、７号、８号及び９号

1,300県営楯岡アパート

1,300県営楯岡中町アパート

1,200県営小出アパート１号及び２号

1,100県営成田アパート

1,200県営屋城町アパート

1,600県営日光アパート１号、２号、３号、４号及び５号

1,600県営長岡アパート１号、２号、３号及び４号

1,700県営交り江アパート１号及び２号

1,800県営天童駅西アパート１号、２号及び３号

1,800県営天童駅南アパート１号及び２号

1,800県営天童南部アパート１号、２号、３号、４号及び５号
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1,600県営東根中央アパート１号、２号及び３号

1,200県営尾花沢アパート

1,200県営関口アパート１号、２号及び３号

1,400県営桜木アパート１号及び２号

1,500県営近江アパート１号、２号及び３号

1,300県営中原アパート１号及び２号

1,400県営長崎アパート

1,300県営谷地アパート１号及び２号

1,100県営左沢アパート

1,100県営大石田アパート

1,100県営あけぼのアパート

1,400県営糠野目アパート

1,300県営糠野目第２アパート

1,300県営大町アパート

1,100県営舘之北アパート

1,100県営小国アパート１号及び２号

1,100県営白鷹アパート

1,100県営宝前町住宅

1,200県営あらとアパート１号及び２号

1,000県営飯豊アパート

1,000県営狩川アパート

1,100県営余目アパート

1,100県営遊佐アパート
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山形県告示第47号

次の開発行為は、完了した。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 許可番号

平成20年６月４日 指令置総建第35号

２ 開発区域に含まれる地域の名称

西置賜郡小国町大字杉沢字間々根111番、112番、113番１、114番１、115番１、116番１、117番１、118番１

西置賜郡小国町大字杉沢字杉ノ下147番、148番、149番、151番、153番３の一部

３ 許可を受けた者の所在地及び名称

西置賜郡小国町大字杉沢111番地

株式会社 横川建設

病院事業局関係

規 程

山形県病院事業管理規程第１号

山形県立病院料金規程の一部を改正する規程を次のように定める。

平成22年１月15日

山形県病院事業管理者 安 孫 子 痩 也

山形県立病院料金規程の一部を改正する規程

山形県立病院料金規程（平成15年３月県病院事業管理規程第３号）の一部を次のように改正する。

「

本則の表中 を

」

「

に、

」

「

を

」

「

に改める。

」

附 則

この規程は、平成22年２月８日から施行する。

公 告

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに山形市役

所において平成22年５月15日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

2,600円１日につき１人室Ｂ

4,100円１日につき１人室Ａ

2,600円１日につき１人室Ｂ

4,310円１日につき１人室Ａ

2,730円１日につき１人室Ｂ

2,730円１日につき１人室Ｂ
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１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ヨークベニマル深町店

山形市深町一丁目25番３他

２ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

株式会社ヨークベニマル 福島県郡山市朝日二丁目18番２号

代表取締役 大髙善興

３ 変更した事項

大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）

（変更後）

４ 変更年月日

平成21年10月16日

５ 届出年月日

平成21年12月22日

６ その他

この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成22年５月15日までに知事に提出することができ

る。

(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

(2)意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

(3)意見

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第６条第１項の規定により、次のとおり大規模小売店舗に関する

変更の届出があった。

なお、関係書類は、商工労働観光部商業経済交流課及び村山総合支庁産業経済部産業経済企画課並びに東根市役

所において平成22年５月15日まで縦覧に供する。

平成22年１月15日

山形県知事 吉 村 美 栄 子

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地

ホームセンタージョイ東根中央店

東根市さくらんぼ駅前三丁目９番１号外

２ 大規模小売店舗を設置する者の名称及び住所並びに代表者の氏名

株式会社ジョイ 山形市あこや町二丁目１番30号

代表取締役 阿部恵

３ 変更した事項

大規模小売店舗の名称及び所在地

所 在 地名 称

山形市深町一丁目25番３他
（仮称）ヨークベニマル深

町店

所 在 地名 称

山形市深町一丁目25番３他ヨークベニマル深町店
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（変更前）

（変更後）

４ 変更年月日

平成20年10月11日

５ 届出年月日

平成21年12月24日

６ その他

この公告に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項につい

て意見を有する者は、次に掲げる事項を記載した意見書を、平成22年５月15日までに知事に提出することができ

る。

(1)意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並

びに主たる事務所の所在地）

(2)意見書の提出の対象となる大規模小売店舗の名称

(3)意見

所 在 地名 称

東根市さくらんぼ駅前三丁目９番１号外
ホームセンタージョイ東根

中央店

所 在 地名 称

東根市東根甲7429番地１外
ホームセンタージョイ東根

中央店
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